
「はしご」「脚立」作業等の、
ちょっとした高さからの墜落災害に注意しましょう！！
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◇はしご・脚立作業時における労働災害では、高さ１ｍ程度からの墜落による死亡災害や重篤災害も発生しています。

「これぐらいなら平気」「この程度なら大丈夫」という慢心は事故のもと。まさに「1メートルは一命取る」です。

長野労働局 松本労働基準監督署



「足場台（脚立足場）」「三脚」からの墜落災害も要注意。
正しい使用方法を心がけましょう！！

脚立や三脚等は、誰もが気軽に使える便利な道具である反面、誤った使い方をすると大ケガにつながりやすい
リスクもはらんでいます。独立行政法人国民生活センターが公開している「誤った使用方法による災害事例の
動画」等を参考にしながら、各職場においては「墜落災害防止」のための安全教育の再徹底をお願いします。

動画：脚立・はしごからの転落－スタントマンによる再現例－


